
～確認しましょう～
2024年４月１日からの建設業の労働時間の上限規制

2024年（令和６年）４月１日以降（改正後）はこうなります 原則

●災害復旧・復興の事業に関しては、時間外労働
と休日労働の合計について

☑月１００時間未満
☑２～６か月平均８０時間以内

とする規定は適用されません。

時間外労働年７２０時間以内は適用されますので、ご留意願います。

以下の例外があります

※建設業は適用除外

原則
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